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地籍調査の概要

【地籍調査費の負担割合】
（市町村実施の場合）

地籍調査とは

国土調査法に基づき実施

一筆ごとの土地の境界や面積等を調査

成果は登記所にも送付され、登記簿を修正し、登記所備付地図になる

主な実施主体は市町村

国：50%

25% 25% 市町村
都道府県

地籍調査により作成される図面

【公図】
明治期の地租改正に

伴い作られた図面

【地籍図】
境界が正確な地図

特別交付税措置により、都道府県・
市町村の負担は各々実質５％

地籍調査

地籍調査を実施し、正確な土地の基礎的情報（境界、面積等）を明確にすることで、様々な効果が創出

防災集団移転促進事業において期間が縮減された事例
（東日本大震災からの復興）

事前防災対策の推進、災害復旧・復興の迅速化 民間都市開発の推進

○ 地震や豪雨等の災害が多発している中、防災対策の
推進が必要

○ 被災後は道路等のライフラインの復旧・復興が急務

○ 地籍調査が実施済であれば、土地の境界の確認が
円滑に行われるため、事業期間が大幅に縮減

○ 都市部では関係者が多く、権利関係が輻輳し、境
界調査が長期化する傾向

○ 地籍調査が実施済であれば、関係者が合意し易
く、民間都市開発が円滑に実施

六本木ヒルズでは
地籍調査が未実施

⇒ 約400筆の境界調査
に４年もの歳月

約7ヵ月

約１～１年半 （推計）

【期間の縮減効果】
半年～１年

実
施

未
実
施

【民間開発事業に長期間を要した事例】

インフラ整備の円滑化

○ インフラ整備では、事業区域に係る用地調整が必要

○ 地籍調査が実施済であれば、事業阻害要因となる
土地を事前に把握できるため、用地リスクが少ない事
業計画の策定ができるほか、用地調整が円滑に実施

事業計画

用地調整

工事の着工

①用地リスクが少ない事業計画
の策定が可能

②用地調整時に、土地所有者と
の土地境界に関するトラブル
を軽減し、期間の短縮が可能

インフラ整備の
主な工程

正確な土地の基礎的情報が明確
になっていることで

地籍調査の主な効果

実施・完了市町村数の推移

(403) (423) (454) (465) (466) (471) (481) (487) (504) (508)

721 723 728 721

753 757 768
790 780 786

(400)
(420)
(440)
(460)
(480)
(500)
(520)

700

750

800

実施市町村数
完了市町村数（累計）

東日本大震災発生
【H23.3.11】

移転元 移転先

宮城県名取市下増田地区
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〔参考〕地籍調査の流れ
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①住民への説明会
調査に先立ち、住民への説明会

を実施します。

②一筆地調査
土地所有者等の立会により、境

界等の確認をします。

③地籍測量
地球上の座標値と結びつけた、

一筆ごとの正確な測量を行いま
す。

⑥登記所への送付
登記所では、登記簿が書き改

められ、地籍図が備え付けられ
ます。

⑤成果の閲覧・確認
地籍簿と地籍図の案を閲覧にかけ、

誤り等を訂正する機会を設けます。

④地積測定・地籍図等作成
各筆の筆界点をもとに、正確な

地図を作り、面積を測定します。



〔参考〕地籍調査成果と不動産登記の関係について

○ 地籍調査成果（地籍簿及び地籍図）の写しは、登記所に送付される。
○ 地籍調査成果の送付を受けた登記所の登記官は、地籍簿に基づき登記簿の土地の表示に関する

事項等を修正し、地籍図を登記所の地図（不動産登記法１４条１項）として備え付ける。

地籍調査 不動産登記

成果の写しの送付
国土調査法２０条１項

地籍簿に基づき登記官がする登記

・国土調査法３２条に基づき分割又は合併があったものとして
調査を行った土地に係る分筆又は合筆の登記

・土地の表題登記

・表題部の登記事項に関する変更登記又は更正登記

・所有権の登記名義人の氏名・住所の変更登記又は更正登記
（例）婚姻による氏の変更、転居による住所変更など

登記所備付地図に対する地籍図の占める割合

（平成３０年４月時点）

地籍簿

地籍図

登記簿
（イメージ）

地図

・地籍簿に基づき修正

・地籍図を地図として備え付け

地図の種類 枚数 全体に対する割
合

国土調査による地籍図 約301万枚 73.9％

土地改良図等の土地所在図等 約104万枚 25.5％

法務局作成地図 約2万4千枚 0.58％

合計 約407万枚

不動産番号

地図番号

所　　　在

②　地　目

山林

　余　白

不動産番号

地図番号

所　　　在

②　地　目

畑５６０番２ １０５０ ５６０番から分筆、国土調査による成果
〔平成３０年７月２日〕

東海郡松山町字小松 　　余　白

①　地　番 ③　地　　積　　　　　　　　　　 ㎡ 原因及びその日付〔登記の日付〕

　表　題　部　（土地の表示） 調製 　　余　白 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ ０ ２ １

松Ｊ１１－２ 筆界特定 　　余　白

１１１５

５６０番

５６０番１

原因及びその日付〔登記の日付〕

　　余　白

昭和２０年月日不詳一部地目変更
①③５６０番１、５６０番２に分筆、国土調査による成果
〔平成３０年７月２日〕

　　余　白東海郡松山町字小松

①　地　番

２１３５

㎡③　地　　積　　　　　　　　　　

　表　題　部　（土地の表示）

松Ｊ１１－２

調製

筆界特定

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ ０ １ ２

　　余　白

　　余　白
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〔参考〕登記所備付けの図面の現状（H30年4月1日現在）

6出典：法務省作成資料

○ 登記所備付けの図面のうち、不動産登記法第14条第1項の地図の割合は約56%
○ その7割以上は、地籍調査による地籍図である。



〔参考〕復興事業と連携した地籍調査の効果事例（岩手県宮古市の事例）

実
施
済

（
実
績
）

大規模災害が発生した場合に、早期復旧・復興が可能（８ヶ月以上の日数短縮効果）

短縮（2/3）

490日

250日
（約8ヶ月）

岩手県宮古市（田老地区）

防災集団移転促進事業
【移転先造成地面積】23.5ha
【 用地調査面積 】23.5ha

【宮古市】 地籍調査進捗率：42％（岩手県全体91％） H30.4時点

用地調査期間
（地籍調査未実施だった場合（推計）との比較）

高台移転先の造成地の境界測量
に要する期間を大幅に短縮

た ろう

未
実
施

（
推
計
）

【計画平面図】

造成地 移転先造成地

造成地

被災直後
図面出典：国土地理院

岩手県

宮古市

740日

※岩手県農林水産部農村計画課ＨＰを参考に作成（写真は宮古市から提供）

○ 東日本大震災からの復旧・復興において、岩手県宮古市では、高台移転先の造成地で地籍調査が実施済みだった
ため、造成（用地取得）に係る期間が地籍調査未実施の場合と比較して約８か月短縮され、早期復旧・復興に寄与した。

被災地から
高台の造成地に集団移転
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〔参考〕高規格道路整備事業と連携した地籍調査の効果事例（長崎県松浦市）

【高規格道路「西九州自動車道」 開通後写真・路線図】

○平成17年度～平成20年度の地籍調査実施地区で、「西九州自
動車道」の伊万里松浦道路区間（全体延長約17ｋｍ）の工事が行
われ、平成29年11月に区間延伸を経て、平成30年度に松浦イン
ターまでが開通する見込みである。従来は、伊万里市～松浦市間
（国道204号）で所要時間40分だったところ、伊万里松浦道路開通
により10分に短縮され、さらに福岡市へのアクセスについても60分
短縮された。また、唯一の幹線国道（国道204号）の代替路線として
の機能も有しており、全線が開通すると県北地域の広域的な連携
を図り、地域活性化に大きく寄与するものである。

また、松浦佐々道路は、平成20年度～平成22年度の地籍調査
実施地区で計画され、平成28年11月に着工し、早期の開通を目指
している。こちらも伊万里松浦道路と同様に、全線が開通すると県
北地域の広域的な連携を図り、地域活性化に大きく寄与するもの
である。

高規格道路「西九州自動車道」 整備事業
地籍調査実施による効果

伊万里松浦道路 全長17.2㎞
長崎県側 7.1㎞

H29.11.
5

開通
2.6㎞

H30年
度開通
予定
2.2㎞

H27.3.1
4

開通
2.3㎞

調川IC

松浦IC 今福IC

佐賀県側 10.1㎞

道路工事
実
施
済

用地買収

未
実
施

イ
メ
ー
ジ

地籍調査実
施による不
要期間

用地買収 道路工事

工事期間（用地買収・工事）の事業期間

H20 H23.6 H25～H26
（想定）

H29.11
（開通）

・人口 ： 2.3万人
・着手年度 ： 昭和44年度（旧鷹島町）
・進捗率 ： 58％
（参考 長崎県全体：66％）

平成29年度末時点

【長崎県松浦市位置図】

伊万里松浦
道路区間

今福IC 至：松浦

至：伊万里

○西九州自動車道今福ＩＣ～調川ＩＣ区間（延長2.6㎞）では、H18年度から2ヵ年（調査面積3.15㎢）で地籍調査完了済
みだったため、最低でも2年以上の事業期間の短縮につながった。

※九州地方整備局長崎河川国道事務所及び松浦市の資料に基づき作成



〇 六本木ヒルズ開発では、約11haの土地が第一種市街地再開発事業として整備。
〇 当該開発事業では用地確保のため、土地の境界確定等が必要であったが、土地境界に係る資料検討や土地所有者

の所在調査等に多大な期間を要した。

六本木六丁目地区第一種市街地再開発事業（六本木ヒルズの開発）

1990

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

・ 「街づくり協議会」設立

・ 東京都 都市計画決定

・ 官民境界確定測量開始

・ 民民境界確定測量開始

・ 土地境界の確定

・ 市街地再開発組合設立

・ 権利変換計画認可

・ 着工

・ 竣工

計画

工事
（３年半）

土地境界確定 ４年
官民境界 ３年
民民境界 １年

完成

【従前の公図】 ６枚の公図をつなぎ合わせたものの、図の境界で不連続が発生

〔参考〕地籍調査が未実施による民間都市開発における支障事例（六本木ヒルズ）

〇 登記簿や公図、その他過去の資料に基づいた土地状況及び所有者の所在調査

土地境界の確定が必要であったが、主に以下の作業が難航し、多大な手間と期
間（約4年）を要した

〇 境界確定作業における土地所有者との調整

（支障事例）

・不動産登記簿記載の所有者の住所が変更されていたが、手続がされていなかっ
たため、所有者と連絡を取ることが困難であった。（海外公館での手続が必要とも
なり、金銭的、時間的に相当の負担が生じた。）

開発区域面積
約11.0ha

対象筆数
約400筆

現状で直線の土地境界
が折れ曲がっている

土地境界の折れ曲が
りが現状と合わない

道路が不連続

道路が不連続

9
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対象面積は、全国土面積（377,880km2）から国有林
及び公有水面等を除いた面積である。
ＤＩＤは、国勢調査による人口集中地区のこと。Densely 
Inhabited Districtの略。人口密度4,000人/km2以上の国
勢調査上の基本単位区が互いに隣接して、5,000人以上
の人口となる地域。

対象面積
（km2）

実績面積
(km2)

進捗率
(％)

ＤＩＤ 12,255 3,011 25

非
Ｄ
Ｉ
Ｄ

宅地 17,793 9,676 54

農用地 72,058 52,968 74

林地 184,094 82,943 45

合 計 286,200 148,597 52

（平成29年度末）

全国の進捗率：52%

・・・ 80%以上

・・・ 60%以上80%未満

・・・ 40%以上60%未満

・・・ 20%以上40%未満

・・・ 20%未満

全国における地籍調査の進捗率 （H29年度末時点）
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〔参考〕国土調査法の制定による地籍調査の開始（S26(1951)～）

（１）地籍調査の開始

✍ 「国土調査法」の制定経緯
・S22年、経済安定本部(旧経済企画庁の前身)に設置された

資源委員会で、国土の調査に関する検討がなされ、S24年
に取りまとめられた「土地調査に関する勧告」で、土地について
科学的な調査を行う必要性が高いことが示された。

・国会においても、S24年に「全国統一的土地調査に関する
決議」が採決され、同年10月に「国土総合調査に関する閣議決
定」がなされた。

・S25年5月に経済安定本部に土地調査準備会が設置される
と国土調査実施に向けての準備作業が開始され、翌年5月に
「国土調査法」が可決、成立した。

（２）地籍調査の推進体制の整備

戦後まもない時期、敗戦により疲弊した日本を再建するためには、残された国土資源を最大限に活用し、国民経済
の基盤を充実させる必要があった。

地籍調査が始まった当初の地籍図は、土地の境界だけではなく、河川等の地形や農作物の種類なども記載された
土地利用図的色彩が強く、誤差の限度の区分の考え方も現在とは異なる不完全なものであり、規程類も不十分で
あった。

そのため、S32年に「国土調査法」が改正され、法の目的として地籍の明確化が位置付けられるとともに、経費負担
の明確化などの規定が追加され、さらには作業規程等も改定されたことにより、事業の骨格が整えられた。

それでもなお、事業の進捗が十分ではなかったため、S37年の「国土調査促進特別措置法」の成立により、S38年
には「国土調査事業十箇年計画」が閣議決定され、以降十箇年方式により地籍調査を推進していくこととなった。

一方で、国土がどのような状態にあるのか、ほとんど把
握されていなかったことから、国土の実態を正確に把握
することが強く求められた。特に、S22年より開始された
農地改革では、国が農地を買い上げ、小作人に譲渡した
が、登記簿上の面積や土地台帳附属地図の位置表示が
不正確であったため、配分に混乱が生じ、地籍の明確化
が求められていた。

このような背景の下、S26年に「国土調査法」が制定さ
れ、「地籍調査」が開始された。

11（国土交通省地籍調査Ｗｅｂサイト掲載資料に基づき作成）
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（1338年）

（1716～45年）
（1868年）

2030年
11,662万人

高齢化率 31.6%

2050年
9,708万人

高齢化率 38.8%

2100年（中位推計）
4,959万人

高齢化率 41.1%

2100年（高位推計）
6,485万人

2100年（低位推計）
3,795万人

（1185年）
750万人程度

818万人

（1603年）
1,227万人

3,128万人
3,330万人

(1945年)

7,199万人

鎌
倉
幕
府
成
立

明
治
維
新

室
町
幕
府
成
立

享
保
改
革

江
戸
幕
府
成
立

終
戦

出典：総務省「国勢調査」、国土庁「日本列島における人口分布の長期時系列分析」（1974年）、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（H24年1月推
計）」をもとに国土交通省国土政策局作成

（2010年）
12,806万人2008年にピーク

12,808万人
高齢化率22.1%

（2015年速報）
12,711万人

社会状況の変化①（高齢化・人口減少の進展）

○ 我が国の総人口は、2008年をピークに、今後100年間で100年前（明治時代後半）の水準に戻っていき、また、高齢
化率も急激に増加する。

12



〔参考〕国土全体での人口の低密度化と地域的偏在が同時に進行（2010年→2050年）

13

○「国土のグランドデザイン２０５０」（H26年7月4日公表）参考資料 抜粋



H28年度地籍調査における
所有者不明土地

・不動産登記簿上で所有者の所在が確認でき
ない土地の割合（所有者不明土地の外縁）

・探索の結果、最終的に所有者の所在が不明
な土地（最狭義の所有者不明土地）

： 約 20％

： 0.41％

所有者不明等の問題により
事務負担が増加している主な理由

※自由回答を分析したものであり、市町村の数ではない。
＜国土交通省調査（H29.6～8）＞

社会状況の変化②（所有者不明土地問題の顕在化）

○ 人口減少・高齢化の進展に伴う土地利用ニーズの低下や地方から都市等への人口移動を背景とした土地の所有意
識の希薄化等により、所有者不明土地が全国的に増加。

○ 公共事業の推進等の様々な場面において、所有者の特定等のため多大なコストを要し、円滑な事業実施への支障
となっている。

直轄事業の用地取得業務において
あい路案件となっている要因

出典：国土審議会土地政策分科会特別部会資料から抜粋
14



〔参考〕地籍調査における土地所有者等に関する調査

Ｈ２９年度地籍調査における土地所有者等※１に関する調査※２

15

※１ 土地の所有者その他の利害関係人又はこれらの者の代理人
※２ 本集計の対象地区は各年度で異なるため、年度ごとの数値の比較を行う場合は、その数値の意義や妥当性について十分検討する必要がある。
※３ １調査地区には、様々な地帯（DID、宅地、農地、林地）が含まれるため、地区内で最も割合の多い地帯で区分

○ 地籍調査において、登記簿のみでは所有者等の所在が不明な土地の割合は、22.2%にのぼる。

○ そのうち、探索の結果、最終的に所有者等の所在が不明な土地の割合は、0.44%。

地帯別※３の調査結果
【 （）内の数字は調査対象筆数に対する割合、〔〕内の数字は登記簿のみで所在不明に対する割合 】

全体
都市部
（DID）

宅地 農地 林地

調査対象筆数 ６２９，１８８ ７９，６９１ １０３，４５１ ２０５，７７２ ２４０，２７４

① 登記簿上で所在確認
４８９，６２０
（７７．８%）

６６，８３９
（８３．９%）

８３，４９１
（８０．７%）

１６６，７４４
（８１．０%）

１７２，５４６
（７１．８%）

② 登記簿のみでは所在不明
１３９，５６８
（２２．２%）

１２，８５２
（１６．１%）

１９，９６０
（１９．３%）

３９，０２８
（１９．０%）

６７，７２８
（２８．２%）

②-1 所有権移転の未登記（相続）
９１，３７２

〔６５．５%〕
５，７６５

〔４４．９%〕
１２，０２４

〔６０．２%〕
２６，４１０

〔６７．７%〕
４７，１７３

〔６９．７%〕

②-2 所有権移転の未登記（売買・交換等）
１，３５１

〔１．０%〕
１８８

〔１．５%〕
２５５

〔１．３%〕
１９２

〔０．５%〕
７１６

〔１．１%〕

②-3 住所変更の未登記
４６，８４５

〔３３．６%〕
６，８９９

〔５３．７%〕
７，６８１

〔３８．５%〕
１２，４２６

〔３１．８%〕
１９，８３９

〔２９．３%〕

③ 最終的に所在不明
２，７７９

（０．４４%）
２１４

（０．２７%）
５２７

（０．５１%）
４６５

（０．２３%）
１，５７３

（０．６５%）

参考：筆界未定
１２，７７５
（２．０%）

１，４５１
（１．８%）

３，５４６
（３．４%）

２，４０９
（１．２%）

５，３６９
（２．２%）

要 因



最大で死者約32万3,000人、約170兆円の直接被害と
約45兆円の生産・サービス低下が生じる見込み

◯ 雨の降り方が局地化・集中化・激甚化。今後、気候変動により、極端な降雨がより強く頻繁に生じるおそれ。

◯ 発生が懸念される南海トラフ地震では、最大震度７で34mの津波が想定され、甚大な被害をもたらす見込み。

■雨の降り方が局地化・集中化・激甚化

時間雨量50mmを超える降雨の発生回数が約30年前よ
り約1.4倍増加し、予測困難な局所的かつ集中的な災
害が発生

今後、気候変動により世界平均気温が0.3～4.8℃上
昇し、中緯度の陸域では、極端な降水がより強く、
より頻発する可能性が非常に高い(※)

■南海トラフ地震の発生の懸念

図：震度の最大値分布

図：最大クラスの津波高

出典：平成26年版防災白書

図：１時間降水量50mm以上の年間発生回数(アメダス1,000地点あたり)

※気候変動に関する政府間パネル（ Intergovernmental Panel on
Climate Change (IPCC) ） 第5次評価報告書に基づく

出典：平成26年版防災白書
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社会状況の変化③（風水害の激甚化と巨大地震の懸念）



５災害いずれかの災害リスクのある地域の分布状況

対 象 災 害
災害リスクの高い地域の面積

（ 国 土 面 積 に 対 す る 割 合 ）

災害リスクの高い地域内人口

（ 全 人 口 に 対 す る 割 合 ）

洪 水 約 2 0 , 0 0 0 ㎢ ( 5 . 3 % ) 3 , 6 7 1 万 人 ( 2 8 . 6 % )

土 砂 災 害 約 5 9 , 2 0 0 ㎢ ( 1 5 . 7 % ) 6 1 3 万 人 ( 4 . 9 % )

地 震 災 害 （ 震 度 被 害 ） 約 4 4 , 3 0 0 ㎢ ( 1 1 . 7 % ) 5 , 8 8 8 万 人 ( 4 6 . 3 % )

地 震 災 害 （ 液 状 化 被 害 ） 約 4 8 , 7 0 0 ㎢ ( 1 2 . 9 % ) 5 , 7 4 3 万 人 ( 4 4 . 8 % )

津 波 災 害 約 1 9 , 0 0 0 ㎢ ( 5 . 0 % ) 2 , 6 1 0 万 人 ( 2 0 . 4 % )

５ 災 害 い ず れ か 約 1 3 1 , 4 0 0 ㎢ ( 3 4 . 8 % ) 9 , 4 4 2 万 人 ( 7 3 . 7 % )

※ 災害リスクの高い地域の定義
【洪 水】 国土数値情報の「浸水想定区域データ」より、浸水深が「＞０」となるエリア。
【土砂災害】 国土数値情報の「土砂災害危険箇所データ」のうち、土石流、地すべり、急傾斜地崩壊に 関する危険区域等のエリア。

一部、点データや線データが含まれることから、各箇所の全国的な平 均面積を踏まえて面データに変換している。
【地震災害（震度被害）】 地震調査研究推進本部が公表している「確率論的地震動予測地図」における、 ３０年間で震度６弱以上となる確率が２５％

以上となるエリア。
【地震災害（液状化被害）】 日本の地形・地盤デジタルマップの微地形区分メッシュとメッシュ傾斜から、 学術的に液状化の危険性が高いとされている

メッシュを抽出したエリア。
【津波災害】 簡易な数値計算で算出した津波浸水エリア。津波防災地域づくり法に基づく「津波浸水想定」 が全国で設定されていないため、

簡易な想定で代用している。

なお、リスクエリア内人口は、2010年国勢調査地域メッシュ統計（総務省提供）の人口分布からリスクエリア に重なるメッシュ（1km）の人口を抽出した。
メッシュ内にリスクエリアの境界がある場合は、面積按分を用いた。

出典：「新たな国土形成計画」参考資料

〔参考〕災害リスクの高い地域の広がりと人口分布
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◯ 国土面積のうち約35％が何らかの災害リスクの高い地域。

◯ 災害リスクの高い地域に居住する人口は全人口の70％以上を占め、災害リスクの高い地域に人口が分布。



〔参考〕各種防災計画等における地籍調査の位置付け

東日本大震災を踏まえた防災・減災意識の高まり

国土強靭化関係

平成25年12月11日 「国土強靭化基本法」成立

平成26年6月3日 「国土強靭化基本計画」閣議決定

南海トラフ巨大地震対策、首都直下地震対策
平成26年4月1日 「国土交通省南海トラフ地震対策計画」

「国土交通省首都直下地震対策計画」公表

被災前における緊急輸送路の整備等の防災関連事業の計画的実
施や災害後の円滑な復旧復興を確保するため、地籍調査や登記所
備付地図の作成により、地籍図等の整備を推進する。

迅速な復旧・復興や円滑な防災・減災事業の実施のため、地方公共
団体等を支援して地籍調査を積極的に推進するとともに、国が被災
想定地域において重点的に官民境界の基礎的な情報を整備する。

18



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

Ⅱ 第6次十箇年計画の概要と進捗状況
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第６次十箇年計画（原文） （H22～31）
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国土調査事業十箇年計画

（平成22年5月25日閣議決定）

国土調査促進特別措置法（昭和３７年法律第１４
３号）第３条第１項に規定する国土調査事業十箇年
計画を次のとおり定める。

１ 地籍調査
優先的に地籍を明確にすべき地域を中心に地籍の
明確化を促進するため、十箇年間に実施すべき国土
調査事業の量は、次のとおりとする。
（１）国の機関が地籍調査の基礎とするために行う
基準点の測量の基準点の数は、人口集中地区以外の
地域を対象に、8,400点とする。
（２）（１）に掲げる基準点の測量を除き、国の機
関が地籍調査の基礎とするために行う基本調査の調
査面積は、3,250平方キロメートルとする。
（３）地方公共団体又は土地改良区その他の国土調
査促進特別措置法施行令（昭和４５年政令第２６１
号）第１条各号に掲げる者が行う地籍調査の調査面
積は、21,000平方キロメートルとする。
併せて、国土調査法（昭和２６年法律第１８０号
）第１９条第５項の規定に基づく国土調査の成果と
同等以上の精度又は正確さを有する国土調査以外の
測量及び調査の成果等についても活用を促進する。

これらにより、地籍調査対象面積（全国土面積か
ら国有林野、公有水面等の面積を除いた地域の面
積）に対する地籍調査実施地域の面積の割合を、
４９％（平成２１年度末時点）から５７％（平成
３１年度末時点）とし、特に人口集中地区におけ
る地籍調査実施面積の割合を、２１％から４８％
とし、人口集中地区以外の林地における地籍調査
実施面積の割合を、４２％から ５０％とするこ
とを目標とする。
また、中間年を目標に、地籍調査（（２）に掲げ
る基本調査を含む。）について、調査未着手の市
町村又は調査休止中の市町村（優先的に地籍を明
確にすべき地域について調査が完了している市町
村を除く。）の解消を目指す。

２ 土地分類調査
土地本来の自然条件や土地の改変状況等を把握

するため、十箇年間に実施すべき国土調査事業の
量は、次のとおりとする。
国の機関が土地分類調査の基準の設定のために行
う基本調査の調査面積は、人口集中地区及びその
周辺を対象に、18,000平方キロメートルとする。

３ 計画の見直し
この計画は、今後の社会・経済の動向、財政事情
等を勘案しつつ、中間年に見直すものとする。



第６次十箇年計画（地籍調査部分抜粋）(H22～31)
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第６次国土調査事業十箇年計画（H22年5月25日閣議決定）

第５次計画終了時点
（H21末）の進捗率

第６次計画終了時点
（H31末）の進捗率

全域 49% 57%

うち、人口集中地区（DID） 21% 48%

うち、DID以外の林地 42% 50%

＜計画事業量＞

・基準点測量の基準点の数： ８，４００点

・ 土地取引の多い都市部

森林施業が行われる山村部
を中心に地籍調査等を実施

地籍調査： ２１，０００ｋ㎡
基本調査： ３，２５０ｋ㎡

＜地籍調査進捗率＞

＋8%

＋27%

＋8%



第6次十箇年計画の計画目標とH29（8年目）までの実施状況

22

項 目
計画目標

※１

H29年度末までの実施状況
〔参考〕H31年度末の見

込み※２

実施量 実施量／計画目標 実施量／計画目標

①地籍調査 21,000 km２ 8,023 km２ 38.2 % 約48%

うちDID(人口集中地区) 1,800 km２ 274 km２ 15.2 % 約19%

うち林地 15,000 km２ 5,893 km２ 39.3 % 約49%

②基本調査 3,250 km
２

845 km２ 26.0 % 約33%

うち都市部官民境界 1,250 km
２

445 km２ 35.6 % 約45%

うち山村境界 2,000 km
２

400 km２ 20.0 % 約25%

③調査未実施・休止市町村
中間年に解消を目指す

26.0 % 約33%
604市町村 447市町村

④国土調査以外の成果の活用 約1,500 km２ 580 km２ 38.7 % 約48%

⑤基準点※３ 8,400 点 2,7７2点 33.0% 約33%

進捗率 49％→５７％ ５２％ ー 約53%

うちDID(人口集中地区) 21％→48％ 25％ － 約25%

うち林地 42％→50％ 45％ － 約46%

※１ 計画目標のうち、太字が閣議決定に定められた数値
※２ 見込みの数値は、H29年度末までのペースで進捗した場合のH31年度末の推計値
※３ GNSS測量の進展に伴う新手法の導入により、H28年度から標石基準点（四等三角点）の新設は行っていない



○ 第６次十箇年計画では、地籍調査未実施地域のうち、土地区画整理事業等の実施により地籍が一
定程度明らかになっている地域及び大規模な国・公有地等の土地利用や土地取引等が行われる可
能性が低い地域を除いた地域を優先的に地籍を明確にすべき地域（以下「優先地域」という。）と整理
し、当該地域の概ね半分の面積（21,000km2）を第６次計画期間中の事業量として設定。

第６次十箇年計画
実施予定地域 21,000km2

次期計画以降に
実施する地域

地籍調査実施済み地域(140,053km2)

国土全体（377,880km2) 国有林野、公有水面等（91,680km2)

地籍調査対象地域 286,200km2

優先的に地籍を明確にすべき地域 49,841km2

地籍調査未実施地域(146,147km2)

地籍明確化の優先度が低い地域 96,306km2

○土地区画整理等の事業実施地域（5,889 km2）
・ 土地区画整理事業 ・ 工業団地造成事業 ・ 土地改良事業（圃場整備事業）
・ 公有水面埋立事業 ・ 新住宅市街地開発事業 ・ 流通業務市街地整備事業
・ その他、一定の規模を持つ面的事業で精度の高い測量等が行われるもの

○大規模な国公有地（19,645 km2）
・ 都道府県有林、市町村有林 ・ 大規模都市公園 ・ 砂丘、砂浜、河川敷
・ 空港、港湾用地 ・ 防衛施設 ・ その他、類する施設

○利用集約化の予定のない農地（11,348 km2）
・ 農業経営改善計画（認定農業者が作成）や農用地利用集積計画（市町村

が作成）に基づく担い手への利用集積の予定がない農地
○森林施業の予定のない林地（59,424 km2）

・ 森林施業計画が作成されていない地域

絞込み

第６次十箇年計画の実施予定地域の計画当初の考え方
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国土調査を一層促進するため、平成２１年度末に期限を迎えた第５次国土調査事業十箇年計画に引き続き、内閣において平成２２年度を初年度とする
第６次国土調査事業十箇年計画を策定し、同計画の対象となる国土調査事業に、地籍調査の基礎とするために行う土地及び水面の測量を追加するほ
か、都道府県又は市町村が一定の要件を満たす法人に国土調査に係る調査、測量等を委託することができることとする等の措置を講ずる。

施策の背景

平成21年度末における地籍調査の進捗率は、全国で49％（うち都市部は21％、山村部は42％と低位） 六本木の再開発では、境界
確認に４年の年月と、１億
円の追加経費を要した

都市再生に支障が生じた例

地籍調査を実施していない場合の弊害

国と地方の一層の適切な役割分担の下、民間の力を活用しつつ地籍調査の円滑かつ着実な実施を図る

土地の境界をめぐり隣人
トラブルに発展する例も

○民間による国土調査の実施

○基本調査の範囲拡大○第６次国土調査事業十箇年計画の策定

国土調査法の一部改正

国土調査促進特別措置法の一部改正

国土全域での調査の進捗を図るため、平成２２年度以降の十箇年の
計画を策定し、全国統一的な見地等からの目標を設定

十箇年計画に基づき、計画的かつ効果的に調査を推進

都道府県又は市町村が、一定の要件を満たす法人に、国土調査に係る調査、測量等を委託することを可能とする

概要

財政状況、行政需要の多様化等により、市町村等において地籍調査の大幅な進捗を図ることが困難な現状にお
いて、民間の活力を導入し実施体制を強化することで、市町村の負担を軽減し調査面積の拡大を図る

都道府県・市町村

国土調査に係る調査、測量等を
委託することを可能とする

一定の要件を満たす法人

都市部において、官民境界情報の整備を促進するための基礎的な調査を実施

山村部の境界情報を保全するための基礎的な調査を実施

十箇年計画に位置付けて実施する基本調査を基準点測量以外の測量にも拡大

第６次十箇年計画策定時の法改正の概要
（国土調査促進特別措置法及び国土調査法の一部を改正する法律（H22年法律第21号））

○土地の境界が不明確であり、土地取引等におけるリスクが発生

○境界確認に時間と費用を要し、都市再生等のまちづくりに支障

○判別できなくなった境界確認から始めるため、災害復旧に遅れ

○行政機関による公共用地の適正管理に支障

○地積が不明確であり、課税の公平性の確保に課題

○山村の境界が不明確なことにより、適正な森林施業等に支障
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第6次十箇年計画で取り組んだ主な施策

○ 基本調査の拡大【法改正】
・十箇年計画に位置付けて実施する基本調査を基準点測量以外の調査・測量にも拡大し、都市部官民境界基本

調査と山村境界基本調査を創設(H22～)

○ 民間委託の拡大【法改正】
・一定の要件を満たす法人への包括委託制度を創設(H22～）

○ 19条5項指定を促進する補助制度の創設【予算】
・一定の要件を満たす調査・測量への補助制度を創設（H22～ H25～民間直接補助も追加）

○ 筆界未定解消への取り組み【省令改正】
・準則30条3項を改正し、所有者の所在が明らかでない場合の取り扱いを明確化(H22～）

○ 新技術の導入【省令等】
・衛星測位技術を導入することで基準点測量や地籍測量の工程の一部を省略可能に(H22～）

○ 政策課題に即した優先地域での地籍調査の推進【予算】
・実施市町村の増加に伴い、社会資本整備、災害対策、都市開発、森林施業に関係する地籍調査に予算を重点

化(H28～）。特に、社会資本整備については、負担金の一部を社会資本整備総合交付金とし、連携を強化

○ 未着手、休止市町村の解消への取組
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市町村等による都市部・山村部での地籍調査を促進するため、地籍調査に必要な基礎的情報について、特に必要性

が高い地域で国が重点的に整備・保全する。

○ 地籍調査の進捗率は、都市部では25％（平成30年3月末現在）

○ 南海トラフ地震では、都市部を中心に津波による甚大な被害が想定
○ 地籍調査が未実施の場合の課題

・ 都市部におけるインフラ整備、民間都市開発等に支障
・ 大規模災害の被災後の迅速な復旧・復興に支障

現状と課題

地籍調査に先行して、国が現況の官民境界の測量等
を行った結果や公図、道路台帳附図等が示す官民の
境界情報を図面等にまとめる調査

○ 都市部では、権利関係や土地境界が複雑であり、現況や公図等の情
報を整理するには、他の地域に比べ困難度が高い

○ 他の地域に比べ高い測量精度等が求められ、各工程における精度
の確保等に高い管理技術が必要

地籍調査の実施が困難な理由

都市部＊１ の地籍調査が遅れている市町村を対象に、早急な地籍調査の
実施が必要な地域＊２で、国が官民の境界情報＊３ を整備

施策の概要

※ 国土調査事業十箇年計画（平成22年5月閣議決定）等に基づく調査

＊１ DID（国勢調査による人口集中地区）
＊２ 南海トラフ地震等に対する防災対策や都市開発等の推進を必要とする地域
＊３ 道路等と民有地の境界点及びそれを結んだ線に関する情報

○ 山村部は精度の極めて低い古い公図が多く、境界情報
が特に不明確で、現況とのズレが大きく、現況や公図等の
情報を整理するには困難度が高い

○ 高齢化や過疎化が急速に進行している地域では、土地所有者の所在確認が
年々困難になるほか、土地境界に詳しい人がいなくなり、土地境界情報等の調
査・測量自体が困難になる

地籍調査に先行して、国が公図や現地精通者等から収集し
た主要な土地境界情報を整理して図面等にまとめる調査

施策の概要

＊４ 三筆が交わるような主要な境界点等に関する情報

○ 地籍調査の進捗率は、山村部では45％（平成30年3月末現在）

○ 地籍調査が未実施の場合の課題
・ 高齢化や過疎化の進展により土地境界情報が喪失することによって、

山村地域の国土管理やインフラ整備等の実施が困難になる
・ 大規模災害の被災後の迅速な復旧・復興に支障

現状と課題

都市部官民境界基本調査 山村境界基本調査

［現地調査の様子］ ［主要な土地境界情報を整理した地図］［現況測量の様子］

【公図等の境界情報】

【現況の境界情報】

現況と公図等による境界
の相違等を示す図面

精度の極めて
低い古い公図

基本調査の拡大【法改正】（H22～）

土砂災害等の防災対策や森林施業等の推進のために早急な地籍調査の
実施が必要な地域で、国が主要な土地境界情報＊４を保全・整備。

地籍調査の実施が困難な理由
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民間委託の拡大【法改正】（H22～）

厳しい財政事情等の中、実施主体である市町村等では担当職員の十分な確保が難しくなってお
り、効率的に実施するための負担軽減が課題。
また、地籍調査に精通した民間事業者の活用により、未着手・再調査の市町村を後押し。

【国土調査法第１０条第２項の創設】

「都道府県又は市町村は、国土調査を適正かつ確実に実施することができると認められる者として
国土交通省令で定める要件に該当する法人に、その行う国土調査の実施を委託することができる。」

背 景

実施形態
計画
準備

測量 一筆地調査 閲覧・修正

市町村等の職員
が測量以外の作
業を実施（直営）

作業の実
施

受託者

工程管理、
検査

測量と一筆地調
査を外部業者に

委託（外注）
都市部：H12～ 全国：

H18～

作業の実
施

受託者 受託者

工程管理、
検査

２項委託

作業の実
施

受託者 受託者
受託者 受託者

工程管理、
検査

受託者 受託者

全体の監督、最終検査

H22年度から追加

２項委託では第三者機関による検定が必須

【地籍調査作業における民間委託の拡大】 ※黄色箇所が民間委託範囲
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【２項委託の活用実績】

年度 市区町村数
〔参考〕都
道府県数

H24 15(3) 9

H25 29(6) 13

H26 55(3) 14

H27 92(10) 23

H28 106(10) 25

H29 113(4) 26

※( )内の数字は着手・再開市町村の数



19条5項指定を促進する補助制度の創設【予算】（H22～）

国土調査法

地 籍 調 査

地籍調査以外の
測量・調査

成果の認証
（１９条２項）
成果の認証
（１９条２項）

成果の指定
（１９条５項）
成果の指定
（１９条５項）

地籍調査推進調査費補助金（平成22年度～）

※平成２５年度より国から民間事業者等への直接補助（国1/3、民間事業者等2/3）を新設

①事業主体：地方公共団体、民間事業者
②地域要件：人口集中地区または都市計画区域
③補 助 率：円グラフを参照
④面積要件：５００㎡以上
⑤補助対象：計画策定、境界確認、成果作成等

地籍調査以外の測量成果が国土調査
法に基づく指定（19条5項）を受けることに
より、地籍調査と同等の扱い

原則として地籍調査の実施は不要

○ 民間事業者による宅地開発事業や地方公共団体による区画整理事業等の測量成果を活用し、効率的な地籍整備
の推進を図るため、地方公共団体や民間事業者等が19条5項指定申請に必要な測量・調査、成果の作成にかかる経
費に対し補助する制度を創設。
○ 都市部における地籍調査面積は平均約50㎢/年である一方、本補助金交付による測量・調査面積は平均約5㎢/年
であり、都市部の地籍整備において一定の効果を発揮。

○地籍調査が特に遅れている都市部において、民間事業者等の測量成果の活用を支援
○地方公共団体や民間事業者等が積極的に19条5項指定を申請できるように、19条5項指定申請に必要な測量・調査、

成果の作成にかかる経費に対し補助する制度
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筆界未定解消への取り組み【省令改正】（H22～）

登記簿上の所有者を調査

所在を確認 所在不明

所有者に立会いを
求め、確認を得て筆
界を確認（第２３条２
項及び第３０条１項）

筆界未定

（４項）

客観的な資料を基に、
登記所と協議の上、
筆界を確認（３項）

立会が可能 立会が不可能

客観的な資料あり 客観的な資料なし

客観的な資料に基
づき作成した筆界
案を用いて筆界を

確認（２項）

客観的な資料あり 客観的な資料なし

筆界未定

（４項）

地籍調査よる筆界確認の流れ

H12より導入

H22年度導入

○ 土地所有者の所在が不明な土地が年々増加しており、土地所有者の立会いによる筆界確認が困難な土地の問題
が顕在化。

○ 従来、筆界確認は、土地の所有者等に立会を求めることを原則としていたため、土地所有者の所在が分からない
場合、客観的な資料の有無にかかわらず筆界未定として処理。

○ 筆界未定解消のため、H22年度に地籍調査作業規程準則を改正し、所有者等の確認を得ずに客観的な資料により
筆界の調査を可能。
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新技術の導入【省令等】（H22～）

平成27年度に導入した新手法の例
（電子基準点のみを与点とする地籍図根三角測量）

30

電子基準点

1~2km

四等三角点
地籍図根三角点

①国土地理院が四等三角点を設置
②市町村等が地籍図根三角点を設置

四等三角点
設置不要

従来の手法 新手法

四等三角点
地籍図根三角点

①国土地理院が四等三角点を設置
①市町村等が地籍図根三角点を設置

電子基準点

電子基準点

電子基準点

電子基準点

電子基準点

国土地理院による四等三角点の設置を省略することにより、既設の四等三角点が存在しない地域における
地籍調査の期間短縮、経費削減に寄与

○ GNSS測量機の性能向上等によって測量精度が向上したため、基準点測量において、従前は地籍図根三角点の
設置に際して必要であった国土地理院による四等三角点の新設が、H27年度より不要となった。

○ 地籍測量においても、H22年度以後、測量精度の向上に伴い、工程の一部省略が進んでいるところ。



政策課題に即した優先地域での地籍調査の推進【予算】（H28～）

都市開発

南海トラフ地震や首都直下地震、土砂災害等に対す
る防災対策を目的とした地籍調査

森林施業・保全等を目的とした地籍調査

都市開発等の活性化につながる都市部の地籍調査

社会資本整備の円滑化を目的とした地籍調査

地籍調査を実施し、土地の境界等が明確に
なることで、事前防災対策の推進や被災後の
復旧・復興事業の迅速化が可能となるため、
災害のおそれのある以下の地域において実施
する地籍調査を重点的に支援。

・ 地震防災対策推進地域
・ 津波災害警戒区域
・土砂災害警戒区域
・浸水想定区域 等 土砂災害警戒区域

地籍調査実施区域

森林施業・保全やバイオマス発
電などに必要な伐採や間伐、路網
整備の円滑な実施のため、森林経
営計画の策定地域等において実施
する地籍調査を重点的に支援。

都市開発を推進するために
は、開発予定区域に存在す
る土地の境界等を明確にし、
円滑な用地調整を実施する
必要がある。

このため、都市再生緊急整
備地域や中心市街地活性化
基本計画、立地適正化計画
の指定地域などで実施する
地籍調査を重点的に支援。

道路整備などの社会資本整備を
実施するためには、事業予定区域
に存在する土地の境界等を明確に
し、円滑な用地調整を実施する必
要がある。

このため、社会資本整備の事業
予定区域での地籍調査を重点的に
支援するとともに、負担金の一
部を社会資本整備総合交付金
とし、連携を強化。

開発前

開発後

【連携する社会資本整備の内訳】

国交省
以外の
事業

社会資本整備総合交付金
の基幹事業

着手時期が明確な社会資本整備事業

国交省直轄の事業

地方公共団体単費の事業

その他、個別補助金事業

地籍調査費負担金の
交付対象

社会資本整備総合交付金
の交付対象

社会資本整備

防災対策

森林施業・保全

○ より効果的な地籍調査が実施されるよう、地籍調査による政策効果を考慮し、防災対策や社会資本整備等の施
策と連携する地籍調査を重点的に支援。
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当初予算

（復興特会）

当初予算

（全国防災）

当初予算

（一般会計）

H22年度
当初予算

H23年度
当初予算

H27年度
補正予算

地籍調査費負担金等の予算推移(H22～H30)

H23年度
補正予算

H24年度
当初予算

H24年度
補正予算

H25年度
当初予算

H26年度
当初予算

H26年度
補正予算

H27年度
当初予算

H28年度
当初予算

H28年度
補正予算H25年度

補正予算

H29年度
当初予算

H30年度
当初予算

H29年度
補正予算

※ H23年度補正予算は、東日本大震災の被災地域における復興分として措置されたものである。
H24年度当初予算の全国防災は、東日本大震災の教訓を踏まえ、災害への対応力を高めるために措置されたものである。
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